
議案第１０号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年９月三

宅村条例第４７号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。

令和８年 ３月 ３日提出

三宅町長 森 田 浩 司





特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年９月三宅村条

例第４７号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項を次のように改め、同条第３項を削る。

２ 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、特別職の職員で常勤のも

のの給与及び旅費に関する条例(昭和 31 年三宅村条例第 46 号)に規定する町長に支給する

旅費の例による。

別表を次のように改める。

区分 報酬額

１ 教育委員会委員 月額 ２０，０００円

２ 選挙管理委員会委員

委員長

委員

日額 １０，０００円

日額 ８，０００円

３ 監査委員

識見を有する者の中から選出された

監査委員

議会議員の中から選任された監査

委員

月額 ２０，０００円

月額 １２，０００円

４ 公平委員会委員

委員長

委員

日額 １０，０００円

日額 ８，０００円

５ 農業委員会委員

会長

副会長

基本給 月額２６，０００円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

基本給 月額２２，０００円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額



委員 基本給 月額２０，０００円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

６ 固定資産評価審査委員会委員

委員長

委員

日額 １０，０００円

日額 ８，０００円

７ 選挙長及び開票管理者 選挙又は開票１回につき １２，２００円

８ 投票所の投票管理者 投票１回につき １４，５００円

９ 投票所の投票立会人 投票１回につき １２，４００円

１０ 選挙立会人及び開票立会人 選挙又は開票１回につき １０，１００円

１１ 期日前投票所の投票管理者 日額 １２，８００円

１２ 期日前投票所の投票立会人 日額 １０，９００円

１３ 社会教育委員

議長

委員

年額 ４０，０００円

年額 ３０，０００円

１４ 健康づくり推進協議会委員 日額 ７，２００円

１５ スポーツ推進委員 年額 ２２，０００円

１６ 国民健康保険運営協議会委員 日額 ７，２００円

１７ 防災会議委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

１８ 特別職報酬等審議会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

１９ 三宅小学校建替に関する有識者委員

会委員

日額 ７，２００円

２０ 民生委員推薦会委員 日額 ７，２００円

２１ 都市計画審議会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内



２２ 隣保館運営審議会委員 日額 ７，２００円

２３ 障害者福祉計画策定委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

２４ 介護保険事業計画策定委員会委員 日額 ７，２００円

２５ 情報公開審査会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

２６ 政治倫理審査会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

２７ 文化財保護審議会委員 日額 ７，２００円

２８ 地域包括支援センター運営協議会委

員

日額 ７，２００円

２９ 高齢者虐待防止ネットワーク委員 日額 ７，２００円

３０ 三宅町老人ホーム入所判定委員 日額 ７，２００円

３１ 公の施設指定管理者選定審査会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

３２ 学校医

内科医

歯科医

薬剤師

年額 ７０，０００円

年額 ７０，０００円

年額 １５，０００円

３３ 学校評議員 日額 ７，２００円

３４ 産業医 年額 ７０，０００円

３５ 三宅町地方創生推進委員会 日額 ７，２００円

３６ 地域包括ケア推進会議 日額 ７，２００円

３７ 幼児園通園バス運行業務検討委員会

委員

日額 ７，２００円



備考 投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額については、その者の立会時間

３８ 幼児園給食運営委員会委員 日額 ７，２００円

３９ 行政不服審査委員会

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

４０ 基本構想審議会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

４１ 個人情報保護審査会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

４２ 生活安全推進協議会委員 日額 ７，２００円

４３ 空き家対策協議会委員 日額 ７，２００円

４４ 要保護児童対策地域協議会委員 日額 ７，２００円

４５ 公募型プロポーザル等審査委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

４６ いじめ防止対策調査委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

４７ いじめ問題再調査委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

４８ 地域福祉計画策定委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円

日額 ２３，０００円以内

４９ 学校運営協議会委員 年額 １２，０００円

５０ その他委員

委員

識見を有する者の中から選出された委員

日額 ７，２００円以内

日額 ２３，０００円以内



が投票時間の２分の１以下の場合は、当該報酬額の２分の１に相当する額とする。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。





特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年９月三宅村条例第４７号）新旧対照条文（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第 1条～第３条 略

(費用弁償)

第４条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用

弁償として旅費を支給する。

２ 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和 31 年三宅村条例第 46

号)に規定する町長に支給する旅費の例による。

別表

第 1条～第３条 略

(費用弁償)

第４条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用

弁償として旅費を支給する。

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

３ 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、職

員等の旅費に関する条例(昭和 61 年 12 月 19 日条例第 26 号)の適用を受け

る職員の例による。

別表

区分 報酬額

1 教育委員会委員 月額 20,000円

2 選挙管理委員会委員

委員長

委員

日額 10,000円

日額 8,000円

区分 報酬額

費用弁償額

鉄道賃 船賃 航空賃 車賃1kmに

つき

宿泊料1夜

につき

1 教育委員

会委員

委員 月額

20,000円

職員の例

による

職員の例

による

職員の例

による

職員の例

による

職員の例

による

2 選挙管理

委員会委員

委員長 日額

7,500円

〃 〃 〃 〃 〃

委員 〃

6,000円

〃 〃 〃 〃 〃



3 監査委員

識見を有する者の中から選出された

監査委員

議会議員の中から選任された監査

委員

月額 20,000円

月額 12,000円

4 公平委員会委員

委員長

委員

日額 10,000円

日額 8,000円

5 農業委員会委員

会長

副会長

委員

基本給 月額26,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定

める額

基本給 月額22,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定

める額

基本給 月額20,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定

める額

3 監査委員

識見を有す

る者の中か

ら選出され

た監査委員

月額

20,000円

〃 〃 〃 〃 〃

議会議員の

中から選任

された監査

委員

〃

12,000円

〃 〃 〃 〃 〃

4 公平委員

会委員

委員長 日額

7,500円

〃 〃 〃 〃 〃

委員 〃

6,000円

〃 〃 〃 〃 〃

5 農業委員

会委員

会長 基本給 月

額26,000円

能率給 予

算の範囲内

で町長が定

める額

〃 〃 〃 〃 〃

副会長 基本給 月

額22,000円

能率給 予

算の範囲内

で町長が定

〃 〃 〃 〃 〃



6 固定資産評価審査委員会委員

委員長

委員

日額 10,000円

日額 8,000円

7 選挙長及び開票管理者 選挙又は開票1回につき12,200円

8 投票所の投票管理者 投票1回につき14,500円

9 投票所の投票立会人 投票1回につき12,400円

める額

委員 基本給 月

額20,000円

能率給 予

算の範囲内

で町長が定

める額

〃 〃 〃 〃 〃

6 固定資産評価審査委

員会委員

委員長 日額

7,500円

〃 〃 〃 〃 〃

委員 〃

6,000円

〃 〃 〃 〃 〃

7 選挙長及び開票管理

者

選挙又は開

票1回につき

9,600円〃 〃 〃 〃 〃

8 投票所の

投票管理者

投票1回につ

き

11,400円〃 〃 〃 〃 〃

9 投票所の投票立会人

投票1回につ

き

9,700円〃 〃 〃 〃 〃



10 選挙立会人及び開票立会人 選挙又は開票1回につき10,100円

11 期日前投票所の投票管理者 日額 12,800円

12 期日前投票所の投票立会人 日額 10,900円

13 社会教育委員

議長

委員

年額 40,000円

年額 30,000円

14 健康づくり推進協議会委員 日額 7,200円

15 スポーツ推進委員 年額 22,000円

10 選挙立会人及び開

票立会人

選挙又は開

票1回につき

8,000円〃 〃 〃 〃 〃

11 期日前投票所の投

票管理者

日額

10,000円

〃 〃 〃 〃 〃

12 期日前投票所の投

票立会人

日額

8,600円

〃 〃 〃 〃 〃

13 社会教

育委員

議長 年額

40,000円

〃 〃 〃 〃 〃

委員 〃

30,000円

〃 〃 〃 〃 〃

14 健康づくり推進協

議会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

15 スポー

ツ推進委員

年額

22,000円

〃 〃 〃 〃 〃



16 国民健康保険運営協議会委員 日額 7,200円

17 防災会議委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

18 特別職報酬等審議会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

19 三宅小学校建替に関する有識者委

員会委員

日額 7,200円

16 国民健康保険運営

協議会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

17 行政改革推進委員

会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

18 防災会

議委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

19 特別職報酬等審議

会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

20 特別土地保有税審

議会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

21 三宅小学校建替に

関する有識者委員会委

員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃



20 民生委員推薦会委員 日額 7,200円

21 都市計画審議会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

22 隣保館運営審議会委員 日額 7,200円

23 障害者福祉計画策定委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000 円以内

22 民生委員推薦会委

員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

23 都市計画審議会委

員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

24 隣保館運営審議会

委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

25 公営住宅入居者選

考委員会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

26 生活資金貸付審査

委員会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

27 障害者福祉計画策

定委員会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃



24 介護保険事業計画策定委員会委員 日額 7,200円

25 情報公開審査会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

26 政治倫理審査会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

27 文化財保護審議会委員 日額 7,200円

28 地域包括支援センター運営協議会

委員

日額 7,200円

28 介護保険事業計画

策定委員会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

29 情報公開審査会委

員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

30 政治倫理審査会委

員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

31 地域情報化推進協

議会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

32 文化財保護審議会

委員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

33 地域包括支援セン

ター運営協議会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃



29 高齢者虐待防止ネットワーク委員 日額 7,200円

30 三宅町老人ホーム入所判定委員 日額 7,200円

31 公の施設指定管理者選定審査会委

員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

32 学校医

内科医

歯科医

薬剤師

年額 70,000円

年額 70,000円

年額 15,000円

33 学校評議員 日額 7,200円

34 産業医 年額 70,000円

34 高齢者虐待防止ネ

ットワーク委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

35 三宅町老人ホーム

入所判定委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

36 公の施設指定管理

者選定審査会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

37 学校医

内科医 年額

70,000円

歯科医 年額

70,000円

〃 〃 〃 〃 〃

薬剤師 年額

15,000円

〃 〃 〃 〃 〃

38 学校評議員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

39 産業医

年額

70,000円

〃 〃 〃 〃 〃



35 三宅町地方創生推進委員会 日額 7,200円

36 地域包括ケア推進会議 日額 7,200円

37 幼児園通園バス運行業務検討委員

会委員

日額 7,200円

38 幼児園給食運営委員会委員 日額 7,200円

39 行政不服審査委員会

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

40 基本構想審議会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

41 個人情報保護審査会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

40 三宅町地方創生推

進委員会

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

41 地域包括ケア推進

会議

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

42 幼児園通園バス運

行業務検討委員会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

43 幼児園給食運営委

員会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

44 行政不服審査委員

会

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

45 基本構想審議会委

員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

46 個人情報保護審査

会委員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃



42 生活安全推進協議会委員 日額 7,200円

43 空き家対策協議会委員 日額 7,200円

44 要保護児童対策地域協議会委員 日額 7,200円

45 公募型プロポーザル等審査委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

46 いじめ防止対策調査委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

47 生活安全推進協議

会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

48 空き家対策協議会

委員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

49 要保護児童対策地

域協議会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

50 公募型

プロポーザ

ル等審査委

員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

51 複合施設整備基本

構想策定業務委託事業

者選定委員会

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

52 いじめ防止対策調

査委員会委員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃



備考 投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額については、そ

の者の立会時間が投票時間の２分の１以下の場合は、当該報酬額の２分

の１に相当する額とする。

備考 投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額については、そ

の者の立会時間が投票時間の２分の１以下の場合は、当該報酬額の２分

の１に相当する額とする。

47 いじめ問題再調査委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

48 地域福祉計画策定委員会委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円

日額 23,000円以内

49 学校運営協議会委員 年額 12,000円

50 その他委員

委員

識見を有する者の中から選出された

委員

日額 7,200円以内

日額 23,000円以内

53 いじめ問題再調査

委員会委員

日額

7,200円

〃 〃 〃 〃 〃

54 地域福祉計画策定

委員会委員

日額

3,000円

〃 〃 〃 〃 〃

54 学校運営協議会委

員

年額

5,000円

〃 〃 〃 〃 〃

55 その他委員

日額3,000円以内で任命

権者が町長と協議して

定める額

〃 〃 〃 〃 〃


